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１ は じ め に

近世日本の三貨制度が経済発展にどのようにかかわっていたかという問いか

けに対して，ただちに応答することは容易ではない。中世以来，近世移行期に

至るまでの中央政府の欠如ないし不完全な状況は，経済活動の基本的インフラ

である貨幣制度の整備をいたずらに遅延させた。このため，徳川幕府による

金，銀，銅三種の鋳造貨幣からなる三貨制度の確立は，全国的取引を円滑にす

る基準貨幣や高額貨幣と小額貨幣の供給を意味し，経済発展への寄与度ははか

りしれない。１）

ところが，三貨間で相互の交換相場が立ち，高額貨幣については地域により

金，銀いずれかが取引基準として使用されたので，国内市場統合化のためには

小さくない障害要因となった。その使用分布は，古典的には「西の銀遣い，東

の金遣い」，あるいはより取引実態に即して「大坂市場取引圏の銀遣い，江戸

市場取引圏の金遣い」などと説明されてきた。そして銭貨については小額通貨

として，庶民を中心に全国的に使用されたとされる。２）しかし，これまでの一連

１）岩橋勝「近世の貨幣・信用」（桜井英治・中西聡編『流通経済史』山川出版社，２００４年）。
２）金銀貨使用分布の古典的見解については，周知のような１７１４年新井白石「改貨後議」や
１７２９年太宰春台「経済録」における記述（岩橋勝「南部地方の銭貨流通」，『社会経済史学』
４８－６，１９８３年）がある。また大坂・江戸中央市場との取引圏により類別した代表的見解に
は，大石慎三郎「享保改革期江戸経済に対する大坂の地位」（『日本歴史』１９１，１９６４年）が
ある。



の地方レベルの目線に立った流通実態に関する観察・分析によれば，さらに複

雑な様相を呈していることが判明した。おなじ西日本や東日本でも支配関係の

ありようや流通経済事情によって一様でないばかりか，同一地域でも通時的に

観察すると，貨幣流通の在り方が変容しているのである。しかもそのダイナミ

ズムは着実に明治初年の近代的貨幣制度確立に志向していたもようである。

図１ 近世後期の銭遣い分布
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その際，銭貨についてはこれまで一般的に理解されていたように，単純に小

額貨幣としてのみ全国一様に使用されていたわけではなかった。一定量の銭貨

をもって１匁とし，銭貨１枚の単位である「文」ではなく，銭何匁何分と計算

する銭匁勘定は，銀遣いが基本と見られる西日本でのみこれまで観察された。

ところが弘前市にある青森銀行記念館展示室には，１８３７（天保８）年１０月発

行の「弘前藩札」として「銭２８匁」から「銭２文目」に至る５種の銭匁札が

展示されてあり，あきらかに銭匁遣いを前提とする藩札３）である。「宮崎（八

十吉）札」と称される２８匁から５分に至る計１０種額面の銭匁札は発行後１年

にも満たない，翌年４月には札価下落のため回収されることになるが，津軽地

方の銭匁遣いはけっして天保期のみの一時期に限定されたものではなかった。

本稿はこれまで西日本にのみ確認された銭匁遣い慣行が，なぜ東北辺境の津

軽地方で行われていたか，その成立事情を中心に解明し，併せて西日本で広範

に浸透した銭匁遣い慣行のうち，とりわけ地域により多様であった慣行成立の

契機の一端をも考察したい。

２ 津軽地方の銭匁遣い

� 銭匁遣いの始まり

津軽地方の銭匁遣いの存在を知る手がかりを示した最も古い資料は，脚注３

で明示した荒木三郎兵衛『藩札』上巻（初版，１９５９年）である。しかし，こ

こでは２８匁～５分の「銭札」が発行されたことが紹介されているのみで，発

行年代も不明なままである。「宮崎札」と称されるこの一種の預り手形は，日

本銀行金融研究所による一連の「藩札の史料収集と研究」委託研究報告シリー

ズのうちの「弘前藩」編であらかたが明らかになった。４）主として「藩庁日記」

３）この弘前藩札は，一連の銭遣い研究の出発点となる岩橋勝「徳川後期の「銭遣い」につ
いて」（『三田学会雑誌』７３－３，１９８０年）付表の「近世銭札発行表」では，その典拠とした
荒木三郎兵衛『藩札』上巻，改訂３版（１９６９年），３１７頁には１０種のいわゆる宮崎札が記
載されているにもかかわらず，迂闊にも収録されていない。
４）長谷川成一『弘前藩における藩札の史料収集と研究』日本銀行金融研究所，１９９５年。
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により，天保８年発行の経緯と，半年余で流通がとん挫する様子が紹介され

た。しかし，なぜ銭匁遣いの札が発行されたのかについての説明はまったく触

れられていない。

流通面から津軽地方の銭匁遣いに触れた文献として，国安寛論文５）がある。

これは全国の地方史誌類から利用可能な土地売券を観察し，取引基準貨幣につ

いて全国的な鳥瞰を試みたものである。これによれば，東北地域では津軽地方

で唯一，元禄期より銭匁建てで貸借ないし土地取引が行われていたことが紹介

されており，以降明治初年に至るまで合わせて７件の取引はすべて銭匁であっ

た。津軽地方の銭匁遣いはさらに遡れるのであろうか，またどの程度この地域

で浸透していたのであろうか。

国安論文では，元禄期に銭匁建て借用証文が確認されるものの，津軽以外の

動向を踏まえて，享保４（１７１９）年に出された「金銀通用令」を契機に銭匁遣

いが進行したとされる。６）これは宝永期金銀改鋳において，とりわけ銀貨が純分

率２０％にまで下落した四ツ宝銀から，正徳・享保期改鋳により純分率が慶長

銀と同じ８０％の享保銀に復帰したことによる混乱が，より価値の安定した銭

貨に取引基準を双方の取引当事者が求めたためである。しかし，津軽地方の銭

匁遣いは享保期以前でも他に事例を求めることはできた。

近年刊行された『青森県史資料編』は津軽地方の多くの銭匁遣い事例を，主

として「弘前藩庁日記」から紹介し，収載している。７）まず，同日記の享保元年

閏２月１２日条では「青森町奉行申出候者，同町之者先年卯・辰・亥・子・午・

未・申，右不作之節御救拝借申請候者共之内，只今有続申者共之儀者町中端々

罷有候，漁師日用取ニ而漸々一日暮ノ者共御座候，年々稠敷催促仕取立相残分

一宅分出高一石より壱石五・六斗迄，外御銭拝借余程御座候に付取立兼申候間

…８）」との記録があるが，「卯年（元禄１２年）」以来，たびたび不作が続き，

５）国安寛「土地証文等における代物の地域性とその変化」（『秋大史学』３５，１９８９年）。
６）前同，２７，４２－３頁。
７）『青森県史』資料編近世３（以下，『県史３』と略称），２００６年。
８）『県史３』１６頁。
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町中および漁師に米や「御銭」を御救拝借させていた。同日記元禄１２年１１月

１日条では，当年の焼瓦出来高として３万５，０３０枚，その代価として「惣銭６

貫７２匁３分２厘９毛」と銭匁建てで計上している。９）とうぜん前記の拝借「御

銭」も銭匁建てでの御救貸与であったろう。

さらに同日記享保元年４月１３日条では，大野村門兵衛が元禄９年に青森町

の大和屋甚兵衛所有の家を「代銭３５０目」で買い取っている。また，翌日の条

では，元禄３年に独狐村の長作が田地を質地に出し，籾３石６斗と銭１２１匁を

受け取っている。１０）このように津軽地方では，享保期以前の少なくとも元禄期

に，銭匁遣いが特殊例ではなく，ある程度一般的に浸透していたことがうかが

われる。では，どの時期までさかのぼれるのであろうか。

津軽日本海側に面した鰺ヶ沢は，１７世紀後半より西回り航路による上方廻

米積み出し港として，中世以来の主要港であった十三湊に代わり海運の中心港

となった。同港に近接した小屋敷村の貞享４（１６８７）年「田畑高反別帳」を収

９）『県史３』４４９頁。
１０）『県史３』１７頁。

図２ 津軽藩の主要道路
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載した『鰺ヶ沢町史』の執筆者は，「高懸金 高十石につき銀七匁」という雑

税負担について「銀壱匁は銭六十文」と注釈を加えている。１１）同町史は宝暦年

間（１７５１－６３）に記された「津軽見聞記」から引用し，領内払い下げ米取引の

際，売買当事者に便宜のため一種の米切手を発行していたが，「御印料」と称

されたその手数料として１俵に付１匁２分を付加した。これにも「一匁と言は

六十文銭也」と注釈を加えている。１２）両記述から判断すると，少なくとも貞享

期以降，「銀１匁」が固定化し，１８世紀中期においてもいわゆる６０文銭勘定

が定着していたようにみえる。

同町史により１９世紀に入ってからの事例を求めると，鰺ヶ沢の西南数キロ

に近接した赤石組館前村の清野家に残る文化１１（１８１４）年「萬覚帳」３月５日

の項に，「鯡卅」４匁を「一匹八文位」と注記がある。１３）鯡３０匹が２４０文（３０

×８＝２４０）であるので，「１匁」は６０文（２４０÷４＝６０）となる。したがって，

津軽地方での６０文銭勘定は相当に長期間定着していたことになる。

この６０文銭勘定について，『青森県租税誌前編』は６０文銭勘定がたしかに

貞享期から始まっていることを記述している。すなわち，宝暦４（１７５４）年８

月の記録に「御国中ニ於テ貞享以来銭六拾文ヲ以テ定式銀壱匁躰ニ相立…１４）」

とあり，銭１匁をまさに「銀壱匁躰」に勘定する慣行が弘前藩領内で定着して

いることを示している。同書によって「弘前通用金銭相場」も判明し，元禄２

（１６８９）年４月は「１匁」につき銭５５文，翌３年４月は銭６０文，享保６年６

月１日は４０文，同年７月１５日は６０文，明和３（１７６６）年も６０文であった。１５）

この「銭相場」は現実に領内で生じていた銀銭相場なのか，藩当局が規制した

１１）『鰺ヶ沢町史』第１巻（１９８４年），５６６頁。
１２）同上，２４３頁。
１３）同上，３９８頁。
１４）葛西音弥編『青森県租税誌前編』下（みちのく双書第１３集，青森県文化財保護協会，１９６３
年），１５３頁。なお同書「後記」によれば，編者の葛西は幕末期弘前藩士で，明治期には洋
学教授を務め，また教塾も開いた。県の要請で旧幕時代の租税制度を１０年がかりで調査
し，１８９３年に廃藩置県までの全１６巻がまとめられた。『後編』は未着手のままという。

１５）同上書，１４２頁。ただし，同書は元禄２，３年を「貞享６，７年」と表記している。
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相場なのかは明らかでない。しかし，同書に収載された「梅田日記」からの記

述によれば，享保６年５月２６日の項に藩府から在町へ「御国銭遣只今迄六拾

文ヲ壱文目ト通用致候ヘ共，御差支ノ義有之ニ付，以来四拾文ヲ壱匁ト被仰付

候，六月朔日ヨリ通用可申ノ旨被仰付候」とあり，上記の享保６年６月１日の

「４０文」は藩府から提示された相場であることがわかる。１６）しかし，宝暦期の藩

当局の銭相場介入事例１７）も含め，どの期も実際の銀銭相場を反映した銭相場

に合わせるべく規制を加えようとしたが，１年前後で６０文銭遣いに復してし

まっている。それほど津軽地方での銭匁遣いが強固に定着していた証左となろ

う。

なお，さきに利用した「弘前藩庁日記」には，具体的な銭匁遣い事例ではな

いが，銭匁遣いがさらに早期に始まっていたことを記録している。すなわち，

寛文５（１６６５）年５月１９日の項に，「御国中銭遣之儀，御国ニ銭払底之由何も

断ニ付而，明廿日より五文遣可仕由，相談相究申渡ス」１８）とある。この「五文

遣」という表現は，津軽での銭相場を「壱分」あたりで示す慣行もあり，１９）「１

匁」につき銭５０文の意味である。翌２０日の項によれば，弘前城下での「五文

銭遣い令」は鰺ヶ沢・深浦・十三湊など，領内各地にただちに送達された。２０）

当時，いわゆる寛文銭が増鋳される直前であり，いかに銭払底とはいえ「五文

遣」は銭高に過ぎる相場であったためか，また「今程ハ銭他国より多ク入候由

ニ付而」翌６年４月６日の項では「五文半」（５５文）遣いに変更している。２１）さ

らに，現五所川原市内で旧湊村庄屋を代々務めた平山家「日記」によれば，寛

文元年の項に「八月より銭遣方始，六文遣」２２）とあり，「１匁」につき銭６０文

１６）同上書，１５２頁。なお，『県史３』１８頁にも同種の関連史料が収載されてある。
１７）同上書，１５３頁において，宝暦８年３月１６日に（領内で銭遣いが定着しているためであ
ろうか）「銀遣ニ被仰付候」との藩令が出され，注１４に引用の文に続いて，「金銀銭体用
通用方差別ヲ失シ，且ハ江戸表御定ノ通用ニ反シ候間，余国曾テ無之例ニ候」と，津軽領
内での６０文銭遣い慣行が（少なくとも東国地方では）他に事例が無い，としている。

１８）『青森県史』資料編近世２（以下，『県史２』と略称），２００２年，１３０頁。
１９）前掲『青森県租税誌前編』下，１４２頁。
２０）『県史２』１３０頁。
２１）同上書，１６３頁。
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で「銭遣」いが始まったと読み取れる。

以上紹介したように，津軽領内では寛文初年から「銭遣」いが始まったが，

この「銭遣」いとは藩当局が関与して標準銀銭相場を示し，藩への上納等に際

し，銀に代えて銭を公的に使用することを認めたことを意味していると思われ

る。２３）つまり，１８世紀以降のような「１匁」を６０文として固定的に勘定する段

階にはまだ至っておらず，領内取引の標準相場を藩府が示したにすぎないもの

と考えられる。換言すれば，上納銀や役銀などでの銀遣い２４）が，銀貨不足の

ため銭貨でも上納できるよう制度化するため，藩が標準相場を示さざるをえな

かったものであろう。こうした銭貨の銀貨を補完する機能がのちの固定銭匁遣

い成立の一つの契機になったと考えられる。

以上により，津軽地方の６０文銭遣いは少なくとも１６６０年代までさかのぼ

れ，当初は弘前城下の銀銭相場の推移により，劣悪な宝永銀貨が出回った享保

初期には一時的に４０文遣いにまで銭貨が高騰することもあったが，１７世紀中

期より領内で比較的実勢相場として長く推移した６０文遣いが１７世紀中期まで

に固定化していったことが判明した。

� 銭匁勘定の使用実態

つぎに，津軽地方の銭匁勘定が特殊な取引でのみ使用されたのか，一般的に

使用されたのか，判明する限りの状況を観察しよう。銀貨不足等の事情で，銭

匁遣いが一時的に，銀遣いを補完する目的でのみ使用されていたのであれば，

津軽領内での取引基準通貨を銭貨と断定できないからである。

２２）肴倉弥八編『平山日記』（みちのく双書第２２集，青森県文化財保護協会，１９６７年），４２頁。
２３）前掲『平山日記』３４，３６頁には，当時まだ「唐銭」が多く流通していたが，少しずつ「新
銭」（寛永通宝）が出回りつつあったことを示唆する記事がある。ただし，寛永末年時点
で「文銭」（寛文期鋳造の寛永通宝）が出回っていたような記事もあり，後世に書き込ん
だとみられる「日記」記録者の錯誤も見られる。

２４）小額単位の役銭等が１７世紀には銀建て表示が多いのに対し，元禄・宝永期あたりより
銭建てに推移していく模様は，主として「弘前藩庁日記」を抄出紹介した『県史２』，と
りわけ３３８，３５８，４４６－７，６４４－５，６４９，６５２頁などから読み取ることができる。
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まず，享保９（１７２４）年，正徳・享保期良貨政策による新貨幣がようやく出

回り，諸物価の引き下げが要請された際，弘前惣町名主が藩当局に届け出た記

録２５）によると，価格表示は次のように一様ではなかった。たとえば，「酒之

儀，壱升八分宛只今商売仕罷有候」と単価が１升に付「八分」と明示される一

方，「酢之儀，当五月より直段下ケ壱升弐拾文宛商売仕罷有候」と単価があき

らかに銭文建てとなっている。酒値段の「八分」は一見，銀匁建てのように解

釈されるが，これまでの検討により，銭１匁を６０文とする「八分」，すなわち

４８文（６０×０．８）であろう。この時期の江戸銀銭相場は銀１匁銭８２文前後で

あった２６）ので，銀匁か銭匁かのいかんは「１匁」あたりの価値に大きな差異

を生じさせることになる。

この期の弘前で銭匁建て表示の商品は酒のほか，�油，味�，蕎麦，水油，

小麦，魚油，米であった。単価の最大値は米１俵３０目（＝１，８００文），最小値

は蕎麦切折１枚３分５厘（＝２１文）であって，多くは１匁前後ないし５匁以

下であった。また，銭文建ての商品は酢のほか，豆腐，草履・わらんじ，旅籠

賃等であって，単価は旅籠１泊７０～９０文を除くと，酢１升１６文，豆腐１丁５

文などと，あきらかに銭１匁未満の小額であった。銭１匁以上の単価となる旅

籠賃が銭文建てであるのは，領外からの来訪者への配慮とみられる。

高額でも銭文建てで処理される事例として，刑法における過料があった。文

化７（１８１０）年に整備された弘前藩「御刑法牒」によれば，「戸〆」や「敲」の

刑を実行し難い場合，それに代えて過料を納めさせたが，その額はたとえば

「戸〆」５日で６００文，３０日で１貫８００文，「五敲」は３貫６００文，「三十敲十

里追放」は２４貫文であった。貧困で納入できない場合，３貫文までの過料は

１日３０文の夫役，それ以上の過料は銅鉛山にて１日６０文の割合で「苦使」を

させて納入させた。２７）単価がこのように小額であったため，重刑の過料でも銭

２５）『県史３』２８－３０頁。
２６）中井信彦編「近世相場一覧」（『読史総覧』人物往来社，１９６６年）７８８－９頁。
２７）『県史３』３００頁。
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文建てだったとみられる。

ただし，積算単位が小額であっても，銭匁勘定の方がより利用された模様で

ある。たとえば，天明３（１７８３）年飢饉時でのお救い小屋収容者への手当は１

人に付銭５分（＝３０文）と米５合であった。また，施行小屋での死者埋方へ

の手当単価は「銭拾五文目（＝９００文）」が下げ渡されている。２８）これらの手当

が銭匁建てであったのは，「寛政御仕向之覚」の記事中にある奉公人「給銭」（賄

い付き年払いであろう）が，たとえば下男の上が９０目，下が６０目，乳母が

８０目，飯炊が５０～６０目というように，２９）津軽地方での給銭表示が銭匁建てだっ

たためと思われる。

この一方で，天保６（１８３５）年に弘前鍛冶町の名主，坂本久左衛門が惣名代

として勢州へ太々神楽奉納のため家中・在町から受け取った御神楽料等は金

５８両３歩と銭３３８文であった。３０）領外で必要な資金はこのように金貨と端数で

は銭貨を使用したことがわかる。逆に言えば，６０文銭遣いがあくまで領内の

みに通用する慣行であったことを示すであろう。

以上は，判明する限りの断片的な使用実態を示したが，もう少しまとまった

使用事例を示そう。弘前藩内には１７世紀中期より採掘のはじまった，銅と鉛

を産出する尾太鉱山があったが，享保１９（１７３４）－元文３（１７３８）年における

毎年の「元入高」，すなわち稼行資金は銭３５０～５４５貫匁であった。３１）これらは

操業を請け負った山師に渡され，その多くは鉱山人足への賃銭として使用され

るため，銭貨が便宜であったのであろう。それにしても，同藩の代表的な鉱山

とはいえ，その経営のために毎年２～３万貫文もの銭貨をどのように調達して

同鉱山へ投入していたのか，注目される。当時，４文銭や１００文銭のような高

額銭貨は鋳造されておらず，すべて寛永通宝１文銭であったので，かりに３万

貫文もの銭貨を鉱山内へ搬送するだけで１１０トン以上の重荷に相当した。しか

２８）『県史３』９９，１０４頁。
２９）『県史３』２０５－６頁。
３０）『県史３』５９２－３頁。
３１）『県史３』３７９頁。
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も，判明する限りの享保期２０年間の幕府銭貨鋳造量は１８４万貫文３２）であり，

年平均１０万貫文以下であった。尾太鉱山内で需要された銭貨の多くは賃銭と

して人足に渡され，さらにその多くは山内での消費に宛てられて弘前藩内で循

環したから，つねに銭貨の追加供給が必要であったわけではない。しかし，鉱

山での年間経費が３万貫文という銭量は，金銀貨ならばともかく，甚大なもの

であったことがわかる。

つぎに，より長期連続した銭匁勘定の使用例を示そう。表１は越前三国の作

兵衛が貞享年間に津軽に移住し，田地開発のかたわら元禄７（１６９４）年より造

酒を始めたが，弘前藩の要請により用立てた米金の内容を作兵衛以来の同家４

代にわたって示したものである。藩への財政支援というより，おおむね天災等

による対策費拠出という要素が強くみられる。しかもこの記録は寛政期に家業

の酒造業継続が困難となり，経営存続のため銭２０貫目の拝借を願い出た際，

過去の御用立記録を網羅して書き上げたものであるので，同家の盛衰とともに

米以外で用立てた際の貨幣種別の変化がわかる。

これによれば，宝永５年のように年間７件も拠出をおこなった年もあるが，

合計４４件中２０件は銭建てであり，１５件の米を除くと貨幣で拠出する場合は

銭貨が多かったといえる。ただし，金貨での用立ても９件あり，最高額の元文

元年の３００両は銭１８貫匁前後であったので，高額拠出の場合に金貨使用とい

うわけでもなかったことがわかる。逆に金貨での最小額２１両は銭１．５貫匁前

後であり，銭匁での多くの拠出は数貫匁以上であったから，銭貨が小額でのみ

用いられたわけでもなかった。いわば金貨と銭貨が混用されていて，どちらか

といえば銭匁建てでの拠出が多かったということになろう。また，１件のみ銭

文建てが宝暦５年にあるが，あえて銭匁で表示されなかったのは現実の銭貨授

受において，丁銭遣い，すなわち文字通り銭１００枚を１００文とする緡銭と，６０

枚を１匁と勘定する緡銭を使い分けていたことを想定させる。

３２）岩橋勝「近世貨幣流通の日朝比較史試論」（『松山大学論集』１７－２，２００５年），８２頁。
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年 御用立額 年 御用立額

宝永２（１７０５） 銭 ７５０目 延享４（１７４７） 米 ３００俵

宝永３（１７０６） 銭 ７５４匁８分 寛延２（１７４９） 金 ２１両

宝永４（１７０７） 銭 ４貫０４９匁 寛延３（１７５０） 銭 １６貫６５０匁

同 米 ６５俵 宝暦元（１７５１） 米 ４５０俵

宝永５（１７０８） 銭 ２１貫５２１匁 同 金 １００両

同 銭 ２８貫３１２匁 同 金 ２８両

同 銭 ５貫０６０匁 宝暦３（１７５３） 銭 ３０貫目

同 銭 ３６貫０９０匁 宝暦４（１７５４） 米 １，２５０俵

同 銭 １２貫０３１匁 宝暦５（１７５５） 米 ２７２俵２斗

同 銭 ２貫４９０匁余 同 銭 １２０貫文

同 銭 ４貫４２０匁余 同 金 １１０両

宝永６（１７０９） 金 １７３両３歩 宝暦１２（１７６２） 米 ７００俵

正徳５（１７１５） 銭 ６貫０６９匁 同 米 ３９１俵８升

享保１１（１７２６） 金 ２１０両 明和６（１７６９） 銭 １５貫７５０匁

元文元（１７３６） 金 ３００両 明和７（１７７０） 銭 １８貫６８０匁余

同 銭 ６貫５２５匁 同 米 ４０俵

寛保元（１７４１） 米 ３００俵 安永４（１７７５） 米 １００俵

寛保３（１７４３） 米 ２４０俵 同 金 ５０両

同 米 １，０００俵 安永７（１７７８） 米 ２００俵

延享元（１７４４） 米 ５，０００俵 同 米 １５０俵

延享２（１７４５） 銭 ３０貫目 同 銭 ２貫目

延享４（１７４７） 金 ５０両 同 銭 １貫目

収 納 払 渡

米 １５万２７１石５５９合 米 １３万７，３７５石１４０合

銭 ４，４４０貫９４３匁５分 銭 ５，０８６貫９８０匁

（内 金７，２４１両２歩）

表１ 作兵衛家御用立米金一覧（津軽）

出展：『青森県史』資料編近世３（２００６年），４６０－１頁。

表２ 弘前藩年間収支概要 文化４年

典拠：「御米金銭諸請払調」『青森県租税誌前編』下，
３３９－４５頁。

１２ 松山大学論集 第２２巻 第４号



津軽地方の銭匁遣い使用例として，最後に文化４（１８０７）年弘前藩年間収支

の概要を見てみよう。表２がそれであって，収納は米が１５万石余あり，貨幣

分は１２項目のすべてが銭匁建てで，合わせて約４，４４０貫目であった。収納米

を当時の換算価格３３）１石銭６８．８１８匁で銭匁換算すると銭１０，３４１貫３８７匁と

なり，収納銭の２倍余となっている。しかも，収納銭の最多額項目である「両

浜御払米代」，すなわち鰺ヶ沢と青森の両港町で払い米した代銭２，８９５貫目が

藩財政の内部では二重計算となっているので，その分を除くと，収納銭は

１，５４５貫９４３匁となる。純貨幣収入は総収入の１３％に過ぎなかったことにな

る。逆に，収納米が払米されたとはいえ，４，４４０貫目の銭貨が収納されたこと

は事実なので，収納米から払米約４万２千石分差し引いて収納銭比率を求めれ

ば，３３．６％となる。いずれにしても，１９世紀初頭においても弘前藩収入は石

高制を反映していて，米での収納割合が多かった。

収納銭の内訳は，払米代銭以外に藩直轄の鉱山や山林産物払代が４２０貫目，

「両浜津出御印代」（藩米の江戸ないし大坂回米に際しての一種の積荷証券の代

価であろう）が３８２貫目，「諸湊御役銭」が１７９貫目，「田畑高懸銀並地子銀」

が１７５貫目，領内からの「造酒御役」１２８貫目などとなっており，領内での特

産物らしきものへの目立った課税は見当たらない。また，「田畑高懸・地子」が

銀建てとなっており，もともと銀建てであったものがいずれかの時期に銭貨で

の納入に切り替わったことをうかがわせている。

一方，払渡のうち，まず米での最大の支出項目は家中への渡し分で，６万石

余もあった。このうち３分の２は藩が買い上げ，両浜で払い出して現金化のう

え家中に銭匁建てで支給している。したがって，表３に示した第１項目の銭

２，１６９貫目分は米渡し分約４万２千石と二重計算されていることに注意されね

ばならない。米での第２の支出は江戸・上方での「常用金」手当のため回米さ

れる４万３千石であり，当年はすべて江戸回米であった。さらに江戸蔵元への

３３）この「諸請払調」の末尾に「壱万弐千石之代銭」が「銭」８２５貫８２０匁とあり，１石あ
たり銭６８．８１８匁（４，１２９文）となる。

近世銭匁遣い成立の要因 １３



先納や藩債償却，江戸詰め家臣への扶持米等を合わせると２万石余となり，米

支出の大半は江戸・上方費用と家中への支給米で占められていたことになる。

払渡銭の内訳を表３に示したが，その４割余は家中への知行・切米・扶持の

３分の２３４）を買い上げて払い渡した分であった。残りのうち主要なものは，

まず先に見た尾太鉱山や藩営林等の「木山銘山仕込渡」で５８０貫目，回米の際

に鰺ヶ沢や青森湊までの陸送運賃が３１６貫目，松前での公儀警備費用が金

２，４３６両，幕府への御用金が１，９５０両，家中への当初から金銭で渡す分が金

６５８両と銭１０１貫匁余などとなっている。払渡金銭のうち，金建て分は合計１３

項目，７，２００両余（銭約７９０貫匁）となっており，そのうち家中への御四季施

料のように銭と両建てであったのは８項目であった。大半が領内からの収納銭

の場合と異なり，払渡し銭で金建てが混入しているのは，領外の公用関係の支

払いでは当初から金遣いで行われていたためであろう。

３４）『青森県租税誌』３４４頁には「三ヶ一通」とあるが，３４１頁に４万余石の家中支給米「三
ヶ弐通」を買い上げ，それを１俵２１．５匁の代価で家中に支給したことになっているので，
ここは「三ヶ弐通」の誤記であろう。

銭 ２，１６９貫８００匁 御家中知行御切米御扶持ノ
内三ケ二通御買上代

銭 ５８０貫目 木山銘山仕込渡

銭 ３１６貫目 駄下米駄賃並十三廻運賃共

金 ２，４３６両（２６７貫匁） 公儀松前方御入用

金 １，９５０両（２１４貫匁） 御用金差上候分

金 ６５８両ト銭１０１貫４００匁
（合銭 １７３貫４５１匁）

御家中金銭給御切米
並御附料御四季施料渡

金 ８３５両ト銭２９貫目
（合銭 １２０貫４３３匁）

御上下御入用御家中江戸
登路用其外不時御預共

銭 １１１貫目 紙御蔵御買下，爰元御買上

銭 １，１３５貫匁 其他払渡金銭計

表３ 払渡金銭内訳 文化４年

典拠：表２に同じ。
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以上の収納，払渡しはすべて標記された通りの銭ないし金貨で授受されたで

あろうか。領内から広範に収納する田畑高懸り銀や地子銀，造酒御役銭などは

納入単価が比較的小口であったことから銭貨での納入が基本であったろう。し

かし，何回かに分けて収納したと想定されるにしても，１回当たりの収納額が

数百貫目単位であったろう両浜御払米代をすべて銭貨で授受したとすれば，よ

り高額の四文銭が用いられたとしても３０数トンもの重量３５）があり，とても銭

貨が直接授受されたとは考えられない。藩からの払渡では１０貫目前後の物品

購入や諸入用項目があったが，かりに銭１貫目ずつ支払ったとすれば，７３kg

という，通常持ち歩きできない重量となり，それは銭１００目前後の授受でも同

様であったろう。このように，銭匁勘定は建値として銭貨が使用されたという

にとどまり，実際の授受に際しては相当な小額決済でもない限り，銭貨以外の

通貨が用いられたことを文化４年「諸請払調」は類推させる。

なお，弘前藩宝暦４（１７５４）年の藩政改革期調査によれば，江戸・上方・国

元３か所からの借金は３０数万両となっており，うち上方からの借用の大半は

銀建てであって，それらは集計の都度金建てに換算されていた。３６）この記録で

は国元での借用事例を確認できないが，領外ではあきらかに銭匁建ての取引を

行うことはまず皆無であったといってよい。

３ 津軽地方の貨幣流通実態

� 慢性的な銭貨不足

津軽地方では領内取引の際の６０文銭遣いが１７世紀後期より一般的であった

ことがあきらかとなったが，取引基準と実際に授受された貨幣が一致していた

かどうかはけっしてあきらかではない。以下，判明する限りの領内流通貨幣を

観察してみよう。

３５）払米代銭５００貫目を当時の高額銭貨である真鍮四文銭（重量１．３匁）で授受したとする
と，その総重量は（５００，０００×６０÷４）×１．３×３．７５＝３６，５６２．５kgとなる。

３６）『県史３』４１－５５頁。
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取引の決済時にどのような貨幣が使用されたのか，具体的に明示した記録を

近世前期にまで遡って求めるのは難しい。前節で紹介したように，６０文銭遣

いが定着しかかる貞享年間に１匁を一時的に５５文銭遣いとしたり，宝永銀の

出回りで銀相場が低落した享保６年に４０文遣いとしたということは，領外取

引との関連で建値はまだ銀建てが基本となっており，決済時には銭貨，それも

６０文や４０文を１緡とする単位の授受が行われていたことを類推させる。とり

わけ庶民経済における貨幣経済化の進展は急速に貨幣需要を増大させたであろ

う。享保９年弘前惣町名主による物価引き下げ答申で日用品やサービスの代価

が，おなじ銭貨でも銭匁建てと銭文建てに区別されていたのは，現実の銭貨授

受も区別があったものと考えられる。

問題は銭建て取引が進展するとともに相応の銭貨供給が伴ったかどうかであ

る。良貨の享保金銀が出回った享保１１（１７２６）年２月，弘前町年寄が藩当局

に申し出た文書の中に次のような文言が含まれている。３７）

「一 町年寄申出候者，弘前町中銭払底罷成候故，旧冬より日市荷売七人魚

代，毎日浜々江付下申儀，荷売壱人に付一日ニ三百目宛銘々手形出せ，

私共裏判にて付下ケ候様ニと被仰付駄下仕せ候

一 弘前金子直段七拾目位御座候得者，他所江銭出候而も両替間ニ合兼候

付，銭只今ハ多付下候様に者相見江不申候，此上金七拾六・七匁より上

にも罷成候ハヽ銭段々出可申と奉存候 」

前者は，享保１１年段階ですでに銭不足が生じていて，現金商売が本来であ

る荷売魚業者への代金に対して１日１人に付き３００目ずつの手形を町年寄が裏

書きして発行し，決済して銭貨の節約を図ろうとしたものである。「一日ニ三

百目」の手形が，取引の都度授受しやすいように何枚かの小口額面に仕分けら

れたのか，個別の魚取引自体は記帳で済ませ，１日ごとの取引額を１枚の手形

でまとめて決済しようとしたのかについては判明し難い。いずれにしても，幕

３７）『県史３』３１頁。
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府の金銀良貨政策による一種のデフレが生じ，銭建て物価についても何らかそ

の影響を受けて銭貨需要量は減少したことが類推できる。３８）にもかかわらず銭

不足が問題となっているのは，すでに当時，銭貨需要量が全国的に拡大し，銭

貨供給が対応できなくて構造的な銭貨不足が生じていたことを示している。

後者の文言は，当時弘前での金銭相場が１両に付き７０匁（＝４，２００文）前

後であり，他の地域と比べて金安銭高であったので，これを７６匁ないし７７匁

（４，５６０～４，６２０文）ほどの両替相場に改訂すれば銭貨が市場に出回ってくるで

あろう，との意味である。このことは当時，貨幣相場決定にあたり，藩当局の

関与がまだ強く，実勢動向をみて藩当局が提示した相場の水準が実際取引にお

いて用いられる，一種の管理変動相場制であったことがわかる。あわせてその

ような経済情勢下では，貨幣資産所有者は藩当局が提示した相場と実勢相場の

開きが大きい場合，銭貨を退蔵し，実勢相場に近くなるまでは市場に銭貨が供

給されない状況が享保中期にすでに生じていたことを示している。

銭貨不足はその後も構造的に持続したようである。弘前城下から北西の鰺ヶ

沢方面へ１０余里ほど離れた西郡種里村の八幡宮宮司であった奈良家で，１９世

紀初頭から幕末期にいたる当主の日常備忘録「永宝日記」３９）には村内や領内の

貨幣流通事情が折にふれて記録されている。銭貨不足の推移を定点観測的に見

ることができるので，以下そのあらましを紹介しよう。

� 文化１０年７月，青森ハ当年鰯四五千両代程大漁ニ御座候得共，却て銭

廻無之候（p.１３）

３８）元禄・宝永期の金銀悪貨政策から正徳・享保期良貨政策に転換したといっても，銭貨は
基本的に寛永１文銭（銅銭）のままだったので，銭建ての物価は不変のはずである。しか
し，断片的ではあるが，この期の平年作以上の１俵あたり米価推移を見ると，元禄・宝永
期に（銭）１５～５０匁であったのが，享保中期には１０匁以下に下落した（弘前大学国史研
究会編『津軽史事典』名著出版，１９７７年，１５０－２頁）。

３９）青森県文化財保護協会編・刊『永宝日記・萬覚日記』（みちのく双書第３５集，１９８２年）。
なお，引用頁は以下，本文に示す。また，西郡下相野村盛家「萬覚日記」は「永宝日記」
が文久３（１８６３）年までの記録であるのに対し，それを引き継ぐように慶応元（１８６５）年
から４年間の記録となっている。
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� 同１１年２～３月，上方より米積参候由，此節ニ相成米沢山御座候得

共，銭ハ払底ニテ金ハ百廿匁ニ定，金沢山両替也立不申候（p.１６）

� 同５月，銭払底故ニ金子ハ沢山出申候，南鐐抔ハ殊ノ外通用致候（p.１７）

� 天保７年８月，国中金銭払底ニ成り如何ニも暮方容易ニ無御座候（５月

に御用金，p.７７）

� 同１０年４月，銭払底ニ候，夫故ハ近年上方へ米向不申故，金は入申候

（p.９８）

� 同１３年１０月，銀一朱九月迄は広太ニ出候所，十月ニ成不通ニ也…銭ハ

無ク不通ニ金計リ（p.１１８）

まず，�は文化１０（１８１３）年７月，当地域で金額にして４，０００～５，０００両ほ

どの鰯が大漁となったにもかかわらず，銭貨が不足しているため取引が円滑に

行われがたかったことを示唆している。このことはすでに地域内で銀貨はほと

んど使用されず，さりとて金貨では決済が不便で困惑していたこと，鰯取引代

金の決済は銭貨が基本的に使用されていたことを示している。

�は，上方から米の買積み船が当地にやってきて，売り渡したい米は沢山あ

るが代金は希望する銭貨ではなく，金貨で渡される。その金貨を銭貨に両替す

るにあたっても，１両が銭１２０匁（＝７，２００文）の相場で，銭安の基準相場で

あるため，銭貨を持ち出す人はほとんどなく，両替そのものが成り立たなかっ

たことがわかる。この状況は天保期に至っても改善されておらず，領民の銭貨

払底の不便は相当なものであったようである（�）。

�は，銭貨不足を打開するため，小額の計数銀貨である南鐐弐朱銀が文化

１１年ころには，津軽農村部へも相当量，出回るようになっていたことを示

す。「金子ハ沢山出申候」とあるので，南鐐弐朱銀がたしかに「金貨」として

通用していたわけである。同年銭相場によれば弐朱銀１片は９００文に相当する

が，銭貨の追加供給が進まない当時にあっては弐朱銀の流通は銭貨払底を相当

緩和したはずであろう。
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�は，少なくとも天保１０年４月の時点で，「近年上方へ米」が向かわなく

なったので銭貨払底が続いていることを示している。もとより，領内からの移

出米がまったくなくなったというわけではなく，「金は入申候」とあるので，

上方や江戸への国産物販売対価としてそれまで強く銭が求められていたことを

示唆する。

�は，天保１３（１８４２）年１０月の時点において，銭貨は相変わらず出回って

いないが，一朱銀が広く流通していて，小額貨幣の中核となっていたことを示

している。一朱銀は文政１２（１８２９）年に幕府がはじめて発行した，額面二朱

未満の小額計数銀貨である。５年前に改鋳された文政弐朱銀より出目益の多い

貨幣であったが，より出目益を求めてあらたに天保３（１８３２）年発行された天

保弐朱金をより通用させる意図で，この年，弐朱銀や弐分判とともに流通が停

止となったものである。銭貨に変わり，このような小額かつ金位の計数貨幣が

幕末期にかけて一般的流通手段となったわけである。ただし，一朱銀１枚でも

当時銭４２０文に相当４０）したので，より小額単位の取引には一定量の銭貨は不

可欠であった。このため，小額計数貨幣がある程度出回っても「銭払底」が常

に意識されており，同日記に記録されたのであろう。

� １９世紀の流通貨幣

津軽地方では１９世紀にはいると慢性的銭貨不足が生じていたことが確認で

きたが，では領内でどのような貨幣が使用されていたか，判明する限りの状況

を示そう。

まず，鰺ヶ沢近辺の舘前村清野家文化１１（１８１４）年「萬覚帳」によれば，２

月２７日の項に薬代として「南鐐（弐朱）一片玉十五匁」を支払った記録があ

る。さらに３月５日にも「十五匁花田氏（医師）へ南鐐壱片支払」った。４１）天

４０）天保期金銭相場は，１両＝１１２匁（１１２×６０＝６，７２０文）であった（前掲『津軽史事典』
１５７頁）。
４１）前掲『鰺ヶ沢町史』第１巻，３９８頁。
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保期土佐の高知城下近郊医師が謝金を南鐐弐朱銀で多く受領していた事実がす

でに確認４２）されており，当時の医師への謝礼単価がかなり高額であったこと

とともに，１９世紀前期において，南鐐弐朱銀が全国的に浸透４３）していたこと

を示す。また，同「萬覚帳」は７月１日に「脇差１本研賃さや共３８匁を金銭

ニ而渡」と記録４４）しており，弐朱銀２片と銭８匁（４８０文）で支払われたと推

定される。

その一方で，一定量の銭貨も不可欠であった。「永宝日記」天保５年８月，「今

に立兼候者へ御銭百目百廿匁ト被下置候」（p.６７）というように困窮者に藩当

局から銭貨が支給された。同６年１０月の項には，「赤石村七十郎ト申者，土蔵

被破四文銭拾弐入，小せん十八入，金子箱入数不知盗取候由，御訴ニ相成」

（p.７２）とあり，銭払底といいながら民間でもかなりまとまった銭貨が退蔵さ
かます

れていたことを示している。ここでは，叺に入れられたと思われる四文銭と

「小せん」（一文銭であろう）が合わせて３０袋も盗難にあっている。

このような状況の下で「永宝日記」に天保８年１０月「御元詰方より預り手
（ マ マ ）

形宮崎八十吉名前ニて壱匁より廿八匁三五七ト五万両分出シ，十月より専通用

ニ御座候」（p.８７）とあるように，藩府はいわゆる宮崎札発行に踏み切った。

津軽藩勘定元締役の田中勝衛と御用商人宮崎八十吉の結託による策とされる。４５）

同年末現在では「預りますますはん昌」と記されているように，相当な流通は

見られたが，「米も小売止候ニ付，銭ニて壱俵四十匁，預りニて六十匁致候」

（p.８７）と発行後２カ月余で額面の３分の２の札価となっている。翌年正月に

は「炭小表銭ニて七分，預りニて弐匁五分」（p.８８）とあるように，額面の２８％

にまで下落している。そして，同年４月には「預り御見合御沙汰ニて，引替被

４２）岩橋勝「近世中後期土佐における貨幣流通」（秀村選三編『西南地域史研究』第６
輯，１９８８），１６２頁。

４３）「永宝日記」文政１２年９月の項に，「当秋ニ成て南鐐銀至て贋入廻候て，甚紛敷御座候」
（p.４７）とあり，二朱銀が大量に出回るすきをねらって，贋二朱銀が流通している様子が
知られる。

４４）前掲『鰺ヶ沢町史』第１巻，４００頁。
４５）前掲『津軽史事典』１１頁。
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仰付候由」（p.９０）と，わずか半年で回収される始末となった。いかに銭不足

でも，信用の裏付けのない札が５万両分も一挙に領内に出回ったので，札価を

急速に下げたわけである。

こののち，「永宝日記」に流通貨幣の記事はほとんど見られなくなるが，計

数銀貨や二朱金のような小額金銀貨を主たる通貨として，わずかな銭貨も補助

的に使用されたであろう。同日記，慶応３（１８６７）年８月「金子ニて貸借の分

ハ金壱両ハ壱両ニて取引の事，銭ニて貸借金返シ申合分ハ金価時相場ニて取引

の事」（p.３２２）とあるように，貸借の基準貨幣は金貨が主になっているよう

で，金建てでの貸借決済を銭貨で行う際は，当然ながら金銭相場で換算してい

る。一定量取引決済で銭貨がまだ使用されていたことを示す。

４ 秋田地方の貨幣流通実態

日本海沿岸で，津軽地方に隣接する秋田地方（ここでは，その大半を占める

秋田藩領）の貨幣流通実態を概観し，同じ東北地方西北部での差異を観察しよ

う。

より近年の研究水準を反映しているとみられる『秋田市史』第３巻近世通史

編（２００３年刊）は，「序章」において秋田藩領内の貨幣流通状況を次のように

説明している。すなわち，領内には院内銀山をはじめとする銀山に恵まれてい

たこともあり，１７世紀は灰吹銀や極印銀のようないわゆる領国銀が流通し，

表４に示したように売人・質人証文での基準貨幣となった。藩は寛永１７（１６４０）

年に，銭１貫文＝極印銀１６匁という交換率を示し，極印銀３匁以下は銭を使

用するよう命じた。しかし，元禄改鋳を契機に極印銀は５，０００貫匁余４６）が回

収され，幕府鋳貨の丁銀・小玉（豆板）銀と交換された。さらに元文改鋳期の

４６）この期に回収された極印銀額を検証するため，銭貨額に換算すると，元禄８～９年大坂
相場，銭１貫文＝銀１５匁前後を適用すれば，銀５，０００貫匁は銭３３万３千貫文に相当す
る。後述するように，元文－寛保期の秋田鋳銭額が少なくとも７０万貫文あり，その多く
が領内で流通したことを勘案すれば，元禄期の極印銀回収額はむしろ控えめな額ともみら
れよう。

近世銭匁遣い成立の要因 ２１



１７３７年に定銀（享保銀）１匁＝銭７７文を基準に小役銀銭納相場と，享保銀と

元文銀引替相場（１００匁＝元文銀１４８匁）を命じている。４７）この期以降の領内貨

幣動向の説明はないが，「（１７世紀に）１００年近く続いた銀遣いの伝統は残った」

と，近世全般にかけて銀遣い一色の理解に誤りないようである。

４７）以上，『秋田市史』第３巻近世通史編（２００３），６－７頁。

年 証文種別 額 面 質人（売人） 年期 人主・売主住所

慶安３（１６５０） 質人 上極印銀１００目 １９歳男 ５年 当村

慶安４（１６５１） 質人 極印銀９０目 男 ３年 大戸村

慶安５（１６５２） 質人 極印銀３５匁 １５歳女 有合 大黒沢村

承応元（１６５２） 質人 極印銀１２０目 １７歳男 ４年 貝沢村

承応２（１６５３） 質地 極印銀１１０目

承応３（１６５４） 田地永代 極印銀１００目 永代

承応４（１６５５） 質人 極印銀１６０目 男 ３年 飯沢村

明暦元（１６５５） 売人 極印銀１５０目 （母と３歳男子） 売切 野中村

明暦２（１６５６） 質人 極印銀８５匁 ２０歳女 ５年 飯沢村

寛文２（１６６２） 質人 極印銀１９０目 ２６歳女房 ８年 飯沢村

寛文４（１６６４） 質地 未納米３斗入３７俵 １５歳女 売切 飯沢村

寛文５（１６６５） 質地 極印銀３００目

延宝２（１６７４） 質人 極印銀３０目 １６歳女 ５年 山田村

同 質人 極印銀１９０目 ２７歳男 ３年 大黒沢村

貞享２（１６８５） 質人 極印銀１１０目 ２１歳女 ３年 下仙道村

貞享５（１６８８） 質人 銀１００目と米６俵 本人と息子 ４年 鹿内

元禄９（１６９６） 売人 小玉銀２４匁４分５厘 １５歳女 永代

元禄１５（１７０２） 質人 小玉銀６０目 ３５歳男 ３年 堀廻

宝永元（１７０４） 質人 小玉銀１０３匁９分６厘
と銭１貫５５０文

女房 ３年

宝永３（１７０６） 質人 小玉銀１３匁 ２３歳男 １年 堀廻

表４ 秋田領内質人・売人証文 １６５０－１７０６

出典：『能代市史稿』第４輯，１９５９年，１８２－４頁，および『秋田県史』資料，近世編上，１９６３
年，９０８－２１頁。
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たしかに１７世紀にかんする限り，表４に示したように，『秋田県史』資料編

近世上巻（１９６３）から断片的に観察される質人・売人証文や質地証文等は元禄

期ころまではほとんど極印銀建てとなっている。ところが享保・元文期以降，

事情は大きく異なったようである。元文２（１７３７）年，秋田に鋳銭座が設置さ

れ，これまで認識されていた以上の大量な銅銭が領内に供給されたこともあ

り，民間での取引の多くは銭建てに移行していった。

秋田鋳銭座は設置の翌年から７年間にわたり鋳造がおこなわれ，合計７０万

貫文に上ったとされる。４８）『秋田県史』によれば，これらは領内諸銅山への仕入

れ，鋳銭道具・炭・薪購入や移入商品への支払いに充てられた。４９）秋田での鋳

銭の多くは領内に供給され，流通することになったことを示す。さらに『秋田

県史』は，当初の５年間のみで累計「２７２万貫文」もの秋田藩による鋳銭量を

掲示している。５０）この数値は，もし真実であったとすれば，秋田に鋳銭座がお

かれていた期間鋳銭量の４倍にも届く数値である。真偽のほどはともかくとし

て，鋳銭原料の産銅便宜のある秋田藩が，幕府に内密で相当量別口で鋳銭した

可能性も少なからずうかがわれる。５１）そして，この期以降，とりわけ明和期以

降，秋田領内の売券・質地証文の多くは銀遣いから銭遣いへ転じたという。５２）

１８世紀中期以降，秋田藩領で銭遣いが浸透してゆく若干例を以下紹介しよ

う。

４８）日本銀行編『図録 日本の貨幣３』２４９頁。ただし『秋田県史』第２巻近世編上（１９６４）
は，同じ７年間の幕府への届け高を，８０万貫文としている（５１７頁）。

４９）同上『秋田県史』第２巻近世編上，５１６頁。
５０）同上書，６４９頁。同期の鋳銭量について，佐藤清一郎『秋田貨幣史』（みしま書房，１９７２
年）３６－４０頁と，小葉田淳『日本銅鉱業史の研究』（思文閣出版，１９９３年）７４８頁で照合す
ると，『秋田県史』は寛保元，２年の両年分について，あきらかに１ケタ多い鋳銭額を掲
示しているようである。

５１）『秋田県史』における鋳銭額記述はあきらかに誤謬ではあるが，たとえば，元文３年幕
府報告額３万１千貫文に対して，藩府年寄への報告額４万７千貫文（小葉田著，７４８およ
び７８０頁），あるいは藩財用方勘定奉行・大塚資清による「日記」元文４年夏までの鋳銭
額「７０万貫文」との記録，および佐藤清一郎による状況証拠による推察（佐藤著，４４－５
頁）からは，これまで理解されている秋田藩による鋳銭額が公式額と実際額の間に少なか
らざる乖離があったことは相違ないようである。

５２）同上書，５１７頁。
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まず，角館在住で知行高７９石余の給人蓮沼氏の明和元（１７６４）年家計収支

が判明するが，その収入は物成米と小役銀，支出は飯料と不時の入用米，およ

び下男下女の給銭や衣類・酒・薪等買物銭であった。５３）小役銀は銀５１３匁余で

あるが，知行地内からは多く銭貨で上納されたのであろう。「この銭３２貫３６０

文」と注記されている。

つぎに，雄勝郡堀廻村で安永期前後に１２年間肝煎を務めた石垣家の記録に

よれば，次のような村の借財に自身で対応できなくなったので，同家はやむな

く退役したという。その借財額は米が１，８３７石，銀１０貫８５７匁，銭８３０貫４０９

文であった。５４）村の借財は次年度以降の年貢を担保として領主の債務を引き受

けた場合も珍しくはなかったので，銀建ての借財額がむしろ基本であったろ

う。しかし，石垣家が記録した銭建て８３０貫文の債務は，当時の銀銭相場１匁

＝銭８０～９０文で換算すると，銀１０貫匁に近似するほどの額であった。同村の

別の肝煎による天保９（１８３８）年借財は，米６０石，銭３，２５０貫文，金５１両５５）

であって，銭建て借財が全体の８割以上を占めるに至っている。銀建ての借財

はまったく消え，銭遣いが広く浸透している様がうかがえる。

さらに，平鹿郡角間川村の川船問屋荒川家資産は寛政９（１７９７）年に１，６１６

貫文，文化４（１８０７）年貸方合計は２，０１６貫文と，全額銭建てであった。また，

享和元（１８０１）年から慶応３（１８６７）年の間の同家土地集積の際の安�銭も累

計額が判明し，慶応年間までに２万８千貫文分もの土地を集積した。５６）土地取

引が銭貨で行われたことを意味している。

以上のように１８世紀に入り，秋田地方では銀建て取引から銭建て取引に移

行していったことが確認できた。しかし，このことは流通貨幣まですべて銭貨

に移行したことを意味しない。雄勝郡稲庭川連町で質屋や万商いで１９世紀に

入ってから成長した高橋家の総資産は，文化元（１８０４）年に銭５１４貫文，文政

５３）『秋田県史』第３巻近世編下（１９６５），６５頁。
５４）同上書，８２頁。
５５）同上書，８２頁。
５６）同上書，１４９頁。
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９（１８２６）年に３，５３０貫文，文久２（１８６２）年には４０，５６７貫文と増加した。

表５に集約した文久２年正月の貨幣資産内訳５７）をみると，店先では１，１００貫

文余に過ぎなかったが，店先で管理する現物・債権・現金とは別に蔵有の貨幣

資産があった。その額は店先の４倍近くあって，当面使用しない金銭を保蔵し

ていたと考えられる。ここで注目されるのは，店先有金の換算相場で評価した

蔵有の金貨を銭貨と比較すると，金貨は全体の９割以上もあって，銭貨は７％

以下にすぎなかった。一定額以上の取引には銭建てであっても金貨が使用され

たことを意味している。

その一方で，銅山内の人足賃や扶持，道具代等は，一部銀遣いも見られた

が，大半が銭遣いであった。寛政３（１７９１）年，約５千人が従業していた秋田

９７２貫４００文 金１５１両２歩３朱

１１９貫０５０文 正銭ニテ

１５貫文 通札５００貫文

（１，１０６貫４５０文 店先計）

外ニ

金２００両 古金有（１，２８１貫文）

金３００両 予備金（１，９２１貫文）

金 ６両２歩 古金有（ ４２貫文）

正１００貫文 當百千枚内蔵ニアリ

４０貫文 四文銭拾貫同所ニアリ

８０貫文 光銭

２貫４００文 四文銭６００文

９貫文 通札３００貫

金１２０両 御扶持被下候分（７６８貫文）

（４，２４２貫８８０文 蔵有計）

（５，３４９貫３３０文 持金総計）

表５ 稲庭高橋家持金内訳（秋田） 文久２年

出典：『秋田県史』資料，近世編下（１９６３），１６６頁。
注：カッコ内は筆者の計算。
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藩営の阿仁銅山では，６２万斤の銅を産出するために銀１，０３９貫匁余が投資さ

れ，これをすべて９２文相場で銭貨に替え，総額９万貫文近くが掘り方人足の

給銭や諸道具費用に充てられた。５８）総額は巨額であっても，人足一人当たりの

日雇い銭としては数１０文ほどにしかならず，どうしても小額な貨幣が必要と

されたのである。

城下町での事例として，文化年間に藩の絹方役所支配人に登用された那波三

郎右衛門家の寛政２～７年の間における１８件の預り・借用証文の額面を見る

と，「文金３両」「金１両ト銭４，９００文」「文銀２００目ト調銭１０貫文」（いずれ

も寛政６年）のように金銀を含む例もあるが，他の事例すべては銭建てで，そ

の額は３６貫文～３貫２６５文であった。その期を遡る安永期には灯油商いも行っ

ていたが，記帳はすべて銭建てであった。５９）那波家以外の事例が在方ないし鉱

山内だから特殊に銭遣いであったのではなく，１８世紀中期以降の秋田藩領で

は，取引の際に授受する貨幣はともかくとして，価値基準となる貨幣は銭貨が

使用されていたことはおおむね認められるであろう。

５ 若干の考察－むすびに代えて

以上，東北日本海側の津軽と秋田という，大坂および江戸からきわめて遠隔

な地域の貨幣流通状況を垣間見た。その際，これまで，おおむね１８世紀中期

５７）『秋田県史』資料，近世編下，１６６頁。なお，この史料で注目されるのは，金貨，銭貨
が種別に，しかも価額も示されていることである。ただし店先有金は銭貨換算額が示され
ているが，蔵有「古金」や予備金は換算額が示されていない。おそらく店先には価値の低
い通用金（その大半は小判ではなく，当時大量に鋳造され，流通した万延二分判と二朱金
であったろう）が授受に使用され，より価値の高い旧貨は選択的に退蔵されたであろう。
また，蔵有銭貨は當百，四文銭，「光銭」（銅１文銭であろう）に分別されているが，店先
有銭は「正銭」表示のみである。１８６０年末から江戸で大量に鋳造開始された鉄四文銭が津
軽まで出回ってきた可能性もなしとしないが，多くは鉄１文銭，當百銭，真鍮四文銭で
あったろう。さらに，慶応元（１８６５）年以降明治初年まで秋田藩領内で流通した「通札」
が店先にも内蔵にも計上されているが，その評価額は５００貫文が１５貫文というように，
券面のわずか３％にまで下落している。これほど下落しても一定額が保蔵されるほどで
あったのは，１文銭のような小額通貨不足が厳しかったことを示すものであろう。

５８）同上書，３４９－５４頁。
５９）秋田市立中央図書館明徳館蔵，那波家文書，整理番号 No.５３および No.６９。
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以降の西日本でしか観察できなかった「銭匁勘定」，すなわち銭貨一定量を１

匁として勘定する特殊な銭遣い慣行が津軽地方で１７世紀後半から始まってい

たことが判明した。その南に隣接する秋田藩領では１７世紀こそ産銀に恵まれ

て，いわゆる領国銀が流通したが，幕府貨幣政策により世紀末までにその大半

が幕府丁銀・豆板銀と交換された。ところが，秋田藩領内でその後主要な通貨

となったのは幕府銀貨ではなく，銭貨であった。しかも津軽の弘前藩領のよう

な銭匁遣いではなく，通常の銭文遣いであった。西南日本の多くで１８世紀後

半から一般化する銭匁勘定がなぜ津軽地方で早期に始まり，定着したのか。ま

た１７世紀を通じて銀遣いが定着していたかに見える秋田地方でなぜ１８世紀以

降，銭遣いに転じてしまったのか。両藩領の貨幣流通状況を比較することは近

世日本の貨幣経済のダイナミズムを探る上で，多くの手掛かりを与えてくれそ

うである。ここでは，以上で垣間見た限りでの観察事実からの若干の展望を示

しておこう。

まずはじめに，なぜ東北地域で，しかもなぜ津軽の弘前藩領でのみ銭匁勘定

が行われていたかが問われねばならない。これまで観察されている限りの藩

札・私札発行状況によれば，今後，東日本でその事例を検出する可能性はきわ

めて少ないであろう。その意味ではきわめて特殊例とされそうであるが，少な

くともこれまで観察されている銭匁勘定例としてはもっとも早期に始まったこ

とが確認された事例であり，しかも１７世紀後半から幕末期にかけて２世紀に

わたり根強くその慣行が持続した意義は無視できない。ここでは，その開始に

あたり，とりわけ銭１匁の内実量決定において藩当局の関与が無視できないこ

と，しかし一度，１匁＝６０文の相場が定着すると藩当局も容易には変更でき

なくなっていたこと，さらにこの相場は必ずしも銀銭相場とは関連なく，地域

内の取引相互関係者の便宜で当初からほぼ固定され，継続的に維持されたこと

が確認できた。

そこで，なぜ６０文相場が導入され，定着したかについてつぎに検討しよ

う。弘前藩で銭匁勘定が制度化された１７世紀８０年代当時の銀銭相場は上方地
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方で銀１匁＝７０文前後であり，６０文相場が実現したのは寛永通宝出回り期の

１６４０年代と，寛文期銭貨増鋳直前期の１６６０年代までであった。６０）津軽地方の

１７世紀銭相場はまったく不明であるが，もし領内銀銭相場が基準となって６０

文銭勘定が導入されたとすると，当地では上方よりはるかに銀安，銭高の水準

であったことを意味する。しかも，この「銭高相場」で長期推移したという事

実は，当地の銭匁勘定が当初から「銭匁」が計算貨幣単位であって，「銀１匁」

の価値とは連動していなかったことを類推させることになる。

それにしても，秋田や盛岡地方のように通常の「銭○貫○文」という勘定で

なく，あえて「銭○匁」という銭匁勘定が津軽地方で定着したのは，銀貨と銭

貨を混合流通せざるをえないこの地の事情を類推するほかはないであろう。す

なわち，中央市場との関係でいえば，これまで指摘６１）されているように津軽

は銀建ての大坂とのリンクがより強く，一方，領内で次第に拡充しつつあった

庶民経済は銭遣いであった。その際，本稿で若干観察したように，当地ではお

おむね銭貨不足が生じており，場合により私鋳も可能であった秋田や盛岡藩

領６２）と異なり，銀貨との併用も余儀なくされていたと推定される。もとより，

小額貨幣としては銭貨換算で当時，数文以下に相当する０．１匁以下の極小な豆

板銀も使用６３）されてはいたが，授受の都度，秤量しなければならない不便は

その流通性を大きく制約したであろう。そのためもあって，銀銭併用でありな

がら，「銭匁」が早期から計算貨幣化したと考えられる。

なお，１７世紀に銀遣いが主流であった秋田地方で，１８世紀以降，銭遣いに

転じた理由は，直接的には１８世紀初頭における幕府銀貨の悪鋳が契機となっ

６０）前掲「近世相場一覧」７８１－５頁。
６１）大石慎三郎前掲論文，および竹中靖一・作道洋太郎編『図説日本経済史』（学文社，１９７２
年），７７－８頁。

６２）南部盛岡藩領における密鋳銭については，森嘉兵衛『日本僻地の史的研究――九戸地
方史下』（法政大学出版局，１９８３年）６４０－８頁，および鈴木宏「盛岡領における銭遣いと
密鋳銭」（『岩手県立博物館研究報告』１０，１９９２年）４４－５を参照。

６３）岩橋勝「近世の貨幣・信用」（桜井英治・中西聡編『流通経済史』山川出版社，２００２
年），４３５頁。

２８ 松山大学論集 第２２巻 第４号



たであろう。６４）たしかに表４で確認できるように，領内のいわゆる領国銀と幕

府銀貨との引き替えは秋田地方質人証文等の推移からも確認できるように，元

禄改鋳を契機にはじまり，とくに悪鋳度の高まった宝永銀が領内に出回る

１７１０年代後半に銭遣いが浸透した。その際，純分率の最も低い四ッ宝銀（１７１１

－２２年間に通用）は慶長丁銀を基準にすると４分の１にまで純分率が落ち，し

かも新旧銀貨は等価通用が建前とされたから，旧貨は退蔵され，新貨は忌避さ

れがちであった。このためより価値の安定していた銭貨が取引の基準として広

く使用されるようになったと考えられやすい。

しかし，実は銭貨もこの時期，金銀貨元禄改鋳期に合わせて，重量少なく，

鉛・錫の割合を増やした低質な荻原銭を大量発行した。また幕府にとって初め

ての大銭，宝永通宝（１枚１０文遣い）を荻原銭鋳造開始１１年後に発行したが，

その重量は通用銭の３倍に過ぎなかった。宝永通宝は不評なため，わずか１年

間で通用停止となったが，荻原銭は１０年余にわたり鋳造が継続された。その

発行量は，宝永通宝と合わせると，寛永通宝初鋳発行以来の銭貨累積額を４割

も増加させるものであった。６５）つまり，悪銭が増加したものの，地方への銭貨

浸透の条件はより整ったことになる。秋田藩領では領内産出の銀移出と引き替

えに，これらの銭貨を移入することは弘前藩領よりもはるかに容易であったは

ずである。秋田藩領で極めてスムーズに銀遣いから銭遣いに移行できた諸要因

を，以上のような当時の国内における銭貨増鋳とそれを吸引できる秋田銀の産

出，そして秋田藩領内での私鋳銭継続の可能性という貨幣供給的側面が重要で

あったろうことを指摘しておきたい。

【後記】 本稿は２０１０年１月，第３４回貨幣史研究会において報告した内容を改稿

６４）前掲国安論文，２７および４１－２頁。また，勝亦貴之「秋田藩大坂廻銭願いからみた幕府
銭貨統制」（２０１０年１月３０日「近現代史意見交換会月例報告」配布資料）も参照。

６５）以上，日本銀行編『図録日本の貨幣３』（東洋経済新報社，１９７４年），１９１－７頁，および
岩橋勝「近世貨幣流通の日朝比較史試論――銭貨を中心として」（『松山大学論集』１７－
２，２００５年），８２－３頁。
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したものである。その際，有益なコメントをいただいた出席メンバー，と
りわけ勝亦貴之氏に謝意を表したい。なお，本成果は平成２０－３年度科学研
究費補助金，基盤研究（B）「日本における近代通貨システムへの移行の世
界史的意義」（研究代表者・加藤慶一郎）による研究の一部である。
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